
詳しくは
こちら

「限度額適用認定証」、「限度額・標準負担額減額認定証」を更新します

マイナ保険証をご利用ください

　これまでの保険証は令和６年 12
月２日に廃止され、マイナ保険証

（保険証利用登録をしたマイナン
バーカード）に一体化されます。マ
イナ保険証をお持ちの方は、マイ
ナ保険証をご利用ください（マイ
ナ保険証の利用には事前に利用登録が必要です）。
　ただし、廃止後も発行済みの被保険者証は、有
効期限まで使用できます。
　令和６年 12 月２日以降に健康保険の異動がある
方で、マイナ保険証をお持ちでない方等には、保
険証と同様に利用できる「資格確認書」を交付し
ます。

70 歳以上の負担割合

　８月以降の負担割合は、前年の所得に応じて判
定します。詳しくは、新しい被保険者証に同封され
るパンフレットをご覧ください。新しい被保険者証
の有効期限は令和７年７月 31 日です。

※ただし、令和６年８月から令和７年７月までに
70 歳に到達される方の国民健康保険被保険者
証の有効期限は、誕生日の月末までとなります。
また、誕生日の翌月１日からの高齢受給者証は
誕生日の月末までに簡易書留で送付します。た
だし、１日生まれの方は誕生日から利用できま
すので、誕生月の前月末までに送付します。

※また、75 歳に到達される方は、75 歳の誕生日
の属する前月に誕生日からお使いいただける後
期高齢者医療被保険者証を簡易書留で送付しま
す。

令和６年度の保険料の額を７月にお知らせします

「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」とは ?

福祉医療費受給券等
をお持ちの皆さんへ

更新手続きはお済みですか？

問 保険年金課　 （２５）８１３７　滋賀県後期高齢者医療広域連合　 ０７７（５２２）３０１３

マイナンバーカードを健康保険証として
利用するための登録がまだの方は、
準備をお願いします

　後期高齢者医療制度の被保険者の方に、令和
６年度の１年間の保険料の額や、お支払い方法
についての通知書を、７月に郵送します。

●令和６年度の保険料は、令和５年中の所得に
基づいて計算されます。

●保険料の支払方法は…
通知書の、
①「特別徴収」の欄に金額が記載されている。
　→その金額が公的年金から引き落とし。
②「普通徴収」の欄に金額が記載されている。
　→納付書か口座振替でお支払い。

（75 歳以上の方および 65 歳から 74 歳までで一定の障がいのある方）

国ホームページ

　入院時や、高額な外来診療を受けられるとき
に、医療機関の窓口で「①限度額適用・標準負
担額減額認定証」または「②限度額適用認定証」

（以下、限度額証）を提示すると、医療機関の
窓口でのお支払いの上限が限度額までとなり、
さらに非課税世帯の方は入院時食事代が減額さ
れます。

●対象となる被保険者の方
①住民税非課税世帯の方
②住民税課税所得が 145 万円以上 690 万円未

満の方

●申請手続き等
【すでに限度額証をお持ちの方】
　被保険者証更新時に令和６年８月以降も対象
となる場合には、新しい被保険者証に同封しま
すので、申請手続きは不要です。

【これまでに限度額証をお持ちでない方】
　市の窓口で交付申請が必要です。被保険者証

（または資格確認書）をご持参ください。

★マイナ保険証をお持ちの方は、限度額証
が不要になります。

　精神通院医療費助成制度・母
子・父子の福祉医療費受給券
をお持ちで申請が必要な方に対
し、６月に案内と申請書を送付
しています。申請がお済みでな
い方は、７月中に申請をお願い
します。新しい受給券は、申請
の翌月の送付となる場合があり
ますのでご注意ください。

マイナンバーカードを申請

●申請方法は選択可能です
①オンライン申請
②郵便による申請
③証明写真機からの申請

　　　　マイナンバーカード
　を健康保険証として登録

●利用登録の方法
①医療機関・薬局の受付
　（カードリーダー）で行う
②マイナポータルから行う
③セブン銀行 ATM から行う

　現在交付されている認定証の有効期限は７月
31 日（水）です。
　認定証をお持ちの方には、更新に関するご案
内を６月下旬に郵送しましたので、保険年金課ま
たは各支所で手続きしてください。手続きをさ
れた方には、７月下旬頃に更新した認定証を郵送
します。

※この認定証を医療機関の窓口で提示すると、
窓口負担が自己負担限度額までとなります。

★マイナ保険証を利用することで、「認定証」
の申請や医療機関受診の際の提示が不要
になります。

　ぜひマイナ保険証をご利用ください。　

！
STEP1 STEP2

　８月１日（木）から使っていただく国民健康保険制度および後期高齢者医療保険制度加入の
皆さんへ新しい被保険者証を７月中に簡易書留で郵送します。紛失などに注意し、大切にお使
いください。
〇現在お使いの被保険者証は 8 月以降に、ご自身で廃棄していただくか、保険年金課または

各支所窓口へ返却してください。
〇マイナンバーカードをお持ちで、被保険者証としての事前利用登録がお済みの方は、お届け

する被保険者証に代えてマイナンバーカードをご利用いただけます。

国民健康保険制度 加入の皆さんへ

後期高齢者医療制度 加入の皆さんへ新しい被保険者証をお送りします
国民健康保険・後期高齢者医療
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申し込みは
こちら

　
平
成
18
年
７
月
５
日
、
市
内
で
保

護
者
か
ら
の
虐
待
に
よ
っ
て
当
時
２

歳
の
女
児
の
幼
い
命
が
奪
わ
れ
る
事

件
が
起
こ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
悲
劇
を
二
度
と
繰
り

返
さ
な
い
た
め
に
、
市
で
は
、
毎
年

７
月
１
日
～
７
日
を
「
子
ど
も
虐
待

防
止
推
進
週
間
」
と
し
て
、
広
報
啓

発
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

滋
賀
県
内
の
児
童
虐
待
件
数
は

年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。「
子

ど
も
の
安
全
・
安
心
を
守
る
た
め
に

で
き
る
こ
と
」
を
こ
の
機
会
に
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
～
七
夕
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
～

　
　
　

７
月
１
日
月
～
５
日
金

　

期
間
中
、
市
役
所
新
館
１
階
ロ

ビ
ー
前
玄
関
に
、
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
コ
ー
ナ
ー
と
し
て
、
子

ど
も
の
成
長
・
幸
せ
を
願
う
、
七
夕

笹
飾
り
を
設
置
し
ま
す
。
短
冊
に
願

い
事
を
書
い
た
り
、
千
羽
鶴
を
折
っ

た
り
し
て
笹
に
飾
り
ま
す
。
ご
来
庁

の
際
は
ぜ
ひ
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方
や
知
的
障
が
い
の
あ
る
方
、
ま
た
そ
の

家
族
を
対
象
に
、
障
が
い
の
あ
る
方
の
福
祉
の
向
上
に
関
す
る
こ
と

や
、
家
庭
で
の
養
育
、
生
活
な
ど
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
令
和
７
年
度
職
員
採
用
試
験
の
受
験
希
望
者
等
を
対
象
に
、
市
役
所

の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

問 

人
事
課　

（
２
５
）
８
５
２
５

問 

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー　

（
２
５
）
８
５
１
７

問 

障
が
い
福
祉
課　

（
２
５
）
８
５
１
６

氏名 住所 連絡先

清水 政治 今津町桂 （２２）１３８６

門脇 浩克 新旭町新庄 090（3719）5138

清水 透弘 安曇川町青柳 （３２）４２０８

松宮 喜子 安曇川町青柳 090（5656）2693

林 俊博 勝野 （３６）０３５８

三原 新悟 朽木荒川 （３８）２２５０

氏名 住所 連絡先

高木 照代 マキノ町海津 （２８）００７１

駒井 正一 安曇川町北船木 （３４）０６５８

小嶋 典子 勝野 （３６）２０４０

▼身体障害者相談員

▼知的障害者相談員 ※敬称略

※敬称略

▼
日
時

　
　
　

８
月
16
日
金

　
　
　
　
　
14
時
～
16
時
30
分

▼
場
所

　
　
市
役
所
新
館

　
　
　
　
　
会
議
室
10
～
12

▼
申
込
方
法

　

高
島
市
職
員
採
用
情
報
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
内
の
「
説
明
会
申
込
フ
ォ
ー

ム
」
か
ら
。

▼
内
容

①
高
島
市
・
市
役
所
に
関
す
る
説
明

②
現
役
職
員
と
の
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン

③
市
役
所
の
部
署
・
仕
事
紹
介  

等

▼
申
込
期
間

　
７
月
８
日
月
～
８
月
５
日
月

▼
参
加
対
象
者

　
令
和
７
年
度
職
員
採
用
試
験
（
令

和
８
年
４
月
採
用
）
の
受
験
申
し
込

み
を
希
望
す
る
方

（
令
和
８
年
度
以
降
の
受
験
を
希
望

す
る
方
、
高
校
生
等
の
参
加
も
可
能

で
す
。）

▼対象者
　市内事業所においてインターン
シップ等を実施する事業者（実施期
間５日以上）
※詳しくは、市のホームページをご

確認ください。
▼対象経費
　インターンシップ等において、事
業者が負担する次の費用
・旅費
・宿泊費（食費は対象外）
・インターンシップ等保険料
▼補助率　３分の２以内
▼補助金額
　申請年度内において、１社当たり
上限７５,０００円（大学生等１人当た
りの上限額１５,０００円）
▼申請期限　２月 28 日金
▼申請に必要な書類
①補助金等交付申請書
②事業実施計画書
③補助対象経費内訳書　など

　
大
学
生
等
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
の
受
入
を
行
う
市
内
事
業
者
に

対
し
、
受
入
に
か
か
る
経
費
を
補
助
し
ま
す
。

　

交
通
事
故
は
、
一
人
一
人
が
ち
ょ
っ
と
し
た
事
に
注
意
し
、
安
全

運
転
を
実
践
す
る
こ
と
で
防
げ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
み
ん
な

で
事
故
に
遭
わ
な
い
、
起
こ
さ
な
い
よ
う
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

問 

商
工
振
興
課　

（
２
５
）
８
５
１
４

問 

“
セ
ー
フ
テ
ィ
た
か
し
ま
”
交
通
安
全
推
進
協
議
会
（
都
市
政
策
課
）　

（
２
５
）
８
５
７
１

７
月
１
日
～
７
日
は
、
高
島
市
子
ど
も
虐
待
防
止
推
進
週
間

守
れ
な
か
っ
た
命
を
見
つ
め
て

　
ス
ト
ッ
プ
!!　
児
童
虐
待

身
体
障
害
者
相
談
員
と

知
的
障
害
者
相
談
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

市
役
所
に
就
職
希
望
の
方
へ

市
役
所
ま
る
わ
か
り
セ
ミ
ナ
ー
開
催

催　し

Event
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Information

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
受
入
促
進
事
業

補
助
金

夏
の
交
通
安
全
県
民
運
動

　
　
　
　
７
月
15
日
～
24
日
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